
 

■参考１３ 大臣確認通知（16消安第9574号） 
 
別添３－２ 

豚肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準 

 

１ 原料収集先について 

 （１) と畜場 

ア 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉の原料とする豚に由

来する副産物（以下「豚原料」という。）は、豚以外の畜産物等の動物質

原料と分別されていること。 

イ 豚のと畜から枝肉になるまでの豚原料が排出される処理工程（以下「豚

処理工程」という。）は、豚以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等混

入防止対策を施した区域（以下「混入防止区域」という。）を設定するこ

と。 

なお、全ての豚処理工程を豚以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等

が困難な場合にあっては、一部の豚処理工程について、壁で仕切る等の混

入防止対策を施し、混入防止区域に設定すること。 

また、豚処理工程の作業は、豚専用の器具を用いること。 

ウ 豚原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混入しな

いよう分別され、保管されていること。 

なお、一部の豚処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚原料

に混入防止区域以外から排出される副産物が混入しないよう分別され、保

管されていること。 

エ 混入防止区域の作業は、豚専用の作業着や靴等を着用した作業員が行う

こと。豚以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らない

こと。 

なお、一部の豚処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚作業

員が混入防止区域に立ち入る際に、作業着や靴等を洗浄すること。 

オ 豚原料に豚原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられ

ていること。 

カ 豚原料の出荷に当たっては、豚原料以外が混入していないことをクの確

認責任者が確認した上で、別記様式第９号により原料供給管理票が発行さ

れること。 

キ 豚原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。な

お、豚原料を入れる容器は、豚原料が入っている旨が明示された専用容器

を用いること。豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合

は、豚原料以外の動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器を用い

ること。 

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置

し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録

されていること。 

ケ アからクまでが確実に実施されている豚原料を出荷すること。  

 (２) カット場等 

カット場等とは、肉等のカット、ミンチ等の処理を行う食品工場をいう。 



 

ア と畜場等から輸送される豚の枝肉又は枝肉以外の可食部（頭部、足部、

骨及び内臓をいう。）は、豚の枝肉又は枝肉以外の可食部（以下「枝肉

等」という。）のみを輸送容器に入れて輸送されたものであること。豚の

枝肉等の輸送容器は、豚の枝肉等の専用容器か、豚の枝肉を輸送する前に

洗浄を行い、輸送容器内に付着した豚以外の血液等を十分に落とすこと。 

  なお、カット場等より輸送されるカットされた豚肉等（骨を含む。以下

「豚カット肉等」という。）は、豚カット肉等の工程が全ての段階におい

て壁等で仕切られた施設から製造されたものであり、豚カット肉等のみを

専用容器に入れて輸送されたものであること。 

イ 豚の枝肉等及び豚カット肉等の保管から豚原料が生じるカット等の工程

までは、豚以外の枝肉等及び豚カット肉等を扱う工程と壁で仕切る等、混

入防止区域を設定すること。 

  カット等の工程の作業には、豚専用の器具を用いること。 

ウ 豚原料は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混入しな

いよう分別され、保管されていること。 

エ 混入防止区域の作業は、豚専用の作業着や靴等を着用した作業員が行う

こと。豚以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らない

こと。 

オ 豚原料に豚原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられ

ていること。 

カ 豚原料の出荷に当たっては、豚原料以外が混入していないことをクの確

認責任者が確認した上で、別記様式第９号により原料供給管理票が発行さ

れること。 

キ 豚原料の出荷に当たっては、原料供給管理票が添付されていること。な

お、豚原料を入れる容器は、豚原料が入っている旨が明示された専用容器

を用いること。豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合

は、豚原料以外の血液等動物由来たん白質が混入しないよう蓋をした容器

を用いること。 

ク アからキまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者を設置

し、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録

されていること。 

ケ アからクまでが確実に実施されている豚原料を出荷すること。 

（３）［略］ 

 

２ 豚原料の輸送 

（１）豚原料の輸送に当たっては、豚原料が入っている旨が明示された専用容器

を用い、豚原料以外の動物性たん白質等が混入しないように輸送されている

こと。 

（２）豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等を混載する場合は、豚原料以外の

動物性たん白質等が混入しないように専用の蓋をした容器を用いること。 

（３）輸送容器には、原料供給管理票が携行されていること。  

 

注  「容器」とは、輸送車、バルク車、トランスバック、ＰＰ袋等及びその原

料が直接接触するものであって、これらの輸送又は保管のために用いられるも

のをいう。 


